
  

“信頼できる家族”に財産の管理処分を任せる  

 これが家族信託です。 

ただ、家族信託が利用できるのか、どのように計画 

し、どのような手続きをしたらよいのか、分からない

方も多いのではないでしょうか？ 

 そのような方のために、専門家である弁護士が 

お手伝いいたします。まずはご連絡ください。 

 【相談料】 

  初回３０分以内無料 

 【お申込み・お問い合わせ先】 

  神奈川県弁護士会 関内（本部）法律相談センター 

☎ ０４５－２１１－７７００ 
（受付 月～金 午前９時３０分～午後４時３０分） 

 【紹介方法】 

  原則、お申込みから１週間以内に担当弁護士から

ご連絡いたします。 

《詳しくは裏面をご覧ください》 

「みみん」   「のるん」

神奈川県弁護士会 総合法律相談センター 

マスコット 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談対象 生前の資産の管理・運用、遺言に代わる資産・事業の承継、残された家族の身上監護 等 

内容及び条件 家族信託に関する法律相談であること 

利用回数 同一案件につき、お一人様 1回限りのお申し込みとさせていただきます。 

紹介弁護士 

弁護士会が相談を担当する弁護士１名をご紹介いたします。 

原則として、申し込みから１週間以内に担当弁護士から連絡が入ります。 

具体的な相談日はその際ご調整ください。 

※申込内容や申込状況により１週間以内のご連絡ができない場合もございます。 

相談時間 ３０分（相談時間の延長や継続相談は担当弁護士とご相談ください。） 

相談料 

初回３０分以内無料（弁護士事務所等での相談） 

※出張を希望する場合には、出張日当として５，０００円（税込）をいただきます。 

※出張日当は、相談時に担当弁護士に直接お支払いください。 

相談場所 

原則として弁護士事務所で実施いたします。 

ただし、弁護士事務所へ来所することが難しい場合は、弁護士会が相当であると認めた場合には、

出張相談も可能です。 

紹介できない

場合 

●反社会的な個人からの申込みの場合（暴力団関係者など） 

●違法な事業その他公序良俗に反する事業を行っている個人からの申込みの場合（悪徳商法など） 

●風営法上の性風俗関連特殊営業を行っている個人からの申込みの場合 

●申込者が過去に禁錮以上の刑の言い渡しを受け、その効力が消滅していない場合 

●その他神奈川県弁護士会法律相談センターにおいて、派遣相談によるリーガルサービスの浸透を

推進しようとの本制度の趣旨・目的に反し弁護士を派遣することが不相当と判断した場合 

申込方法 

お 申 込：神奈川県弁護士会関内（本部）法律相談センター 

電   話：０４５－２１１－７７００ 

受付時間：平日 午前９時３０分～午後４時３０分 

※受付の際、「家族信託」の相談申込である旨、お伝えください。  

※なお、適任者がいない場合には弁護士をご紹介できないことがございます。 
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